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Ⅰ 国土の課題

12,000

13,000
（万人）

○日本の総人口は、今後１００年間で１００年前（明治時代後半）の水準に戻っていく
可能性。この変化は千年単位でみても類を見ない、極めて急激な減少。
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我が国の人口の長期的推移
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2100年（中位推計）
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高齢化率 41.1%

2100年（低位推計）
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（出典）2010年以前の人口：総務省「国勢調査報告」「平成22年国勢調査人口等基本集計」、国土庁「日本列島における人口分布の長期時系列分析」（1974年）
をもとに国土交通省国土政策局作成
それ以降の人口：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」をもとに国土交通省国土政策局作成



3

我が国の人口構造の長期推計

140

（推計）

総人

総人口
12,806万人

総人口は
約3,100万人減少

○日本の総人口は、2050年には、9,708万人と約3,100万人減少（約24.2％減少）。
○65歳以上人口は約800万人増加するのに対し、生産年齢人口（15‐64歳）は約3,200万人、若年人口

（0‐14歳）は約700万人減少する。その結果、高齢化率でみればおよそ20％から40％へと高まる。
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120 総人口
10,467万人

生産年齢人口
5,001万人
（51.5％）

若年人口
2,517万人
（24.0％）

若年人口
939万人
（9.7％）

生産年齢は
約3,200万人減少

高齢は
約800 人増加

若年は
約700万人減少

生産年齢人口
8,174万人
（63.8％）

若年人口
1,684万人
（13.1%）

生産年齢人口
7 211万人

9,708万人

総人口

生産年齢人口

若年人口
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高齢人口
739万人
（7.1％）

高齢人口
2,948万人
（23.0％）

高齢人口
3,768万人
（38.8％）

（出典）総務省「国勢調査報告」、同「人口推計年報」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」における出生中位（死亡中位）
推計をもとに、国土交通省国土政策局作成

（注１）「生産年齢人口」は15～64歳の者の人口、「高齢人口」は65歳以上の者の人口
（注２）（ ）内は若年人口、生産年齢人口、高齢人口がそれぞれ総人口のうち占める割合

約800万人増加7,211万人
（68.9％）

（年）

（注３）2010年は、年齢不詳の人口を各歳別に按分して含めている
（注４）1950～1969、1971年は沖縄を含まない

高齢人口

※国土審議会長期展望委員会中間とりまとめ（H23.2）をもとに、公表以降に最新データに基づき更新

人口の低密度化・地域的偏在の進行
○全国を≪１km２毎の地点≫でみると、全国的な人口減少率（25.5％）を上回って人口が減少する（人口が疎にな
る）地点が多数となっている。特に人口が半分以下になる地点が現在の居住地域の６割以上を占める。

○人口が増加する地点の割合は2％以下であり、東京圏と名古屋圏に多い。
○≪市区町村の人口規模別≫にみると、人口規模が小さくなるにつれて人口減少率が高くなる傾向が見られる。

人口増減割合別の地点数
【図１：2005年を100とした場合の2050年の人口増減状況】

21.6% 20.4% 24.4% 23.4% 8.3%

増加
(1.9%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人口増減割合別の地点数

居住地域の２割が無居住化
１km２毎の地点
数を比べると・・・

人口が増加する地点はごく僅か

６割以上（66.4％）の地点で現在の半分以下に人口が減少

凡例：2005年比での割

無居住化 75%以上減少 50~75%減少
25~50%減少

25%以下減少

－

－

－

市区町村の人口規模別の人口減少率

市区町村の
人口規模０

政令指定都市等 10～30万人 1万～5万人
30万人～ 5～10万人 6,000～1万人

50％以上75％未満減少

凡例：2005年比での割
合

75％以上100％未満減少

25％以上50％未満減少

0％以上25％未満減少
増加

無居住化（100％減少）

人口減少率

－

－

⇒これから生じる人口減少は、国土全体での人口の低密度化と地域的偏在が同時に進行するという、これまで
経験したことがない新たな現象が進行すると考えられ、そのことにより生じる課題を整理・検討する必要。
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※国土審議会長期展望委員会中間とりまとめ（H23.2)より
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レジリエンスの確保 災害リスクを考慮した国土利用の必要性

○東日本大震災では、津波により臨海部の低地が大きな被害。

○臨海部の低地への人口や諸機能の集中は国土全体に見られる傾向。
○ハード・ソフト施策に加え、将来の人口減少等も踏まえ、中長期的観点から人口や諸機能を災害

リスクのより低い地域へ粘り強く誘導することが重要。
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【可住地における災害リスクの分布】

■ 今回の津波浸水区域と同様な条件の地域（注１）
■ 可住地（注２）のうち、災害リスクの高い地域
■ 可住地のうち、災害リスクは低いが強い土地利用規制がかかっている地域
■ 可住地のうち、災害リスクが低くかつ強い土地利用規制がかかっていない地域

出典：各都道府県資料をもとに国土政策局作成 （注1）海岸線から10km以内かつ標高30m以下の地域
（注2）可住地は最大傾斜度8度以下、土地利用が都市、水域を除くもの

狭い国土に集中する災害と経済活動

0.25%の国土面積に集中する災害と経済活動

マグニチュード6.0以上の地震回数

日本
212

日本
108（7.0％）

活火山数

わが国は、その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などによる
災害が発生しやすい国土となっている。世界全体に占めるわが国の災害発生割合は、マグニチュード6以上の地震回数20％など、世界の
0.25％の国土面積に比して非常に高い。その一方でわが国は世界のGDP の8.6％を占めており、世界の経済に与える影響が大きい。

ＧＤＰ（10億ドル）災害被害額（億ドル）

注）2000年から2009年の合計。日本については気象庁、
世界については米国地質調査所（USGS）震源資料
をもとに内閣府集計。

（20.5％)

世界
1,036

注）活火山は過去およそ一万年以内に噴火した火山
等。日本については気象庁、世界については米
国のスミソニアン自然史博物館の火山資料をもと
に内閣府集計。

世界
1,548

日本
2 068 日本

日本 0.25％

世界
100％

国土面積

注）1979年から2008年の合計。CREDの資料をもとに内
閣府において作成。 注）IMF(2010年)資料をもとに国土交通省

国土政策局作成。

2,068
（11.9％）

世界
17,361

日本
5,459（8.6％）

世界
62,909
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災害リスクの高い地域が全国に広く分布

○東日本大震災から想定される最大規模の津波浸
水区域は、国土の10％を占める。

○その他、洪水リスクの高い地域が9％、土砂災害
危険箇所を含む地域が24％あり、災害リスクが低
く、かつ居住に適する地域はわずか6％である。

■東日本大震災から想定される
最大規模の津波浸水区域

10%

■洪水リスクの高い地域（上記の地域を除く） 9%

■土砂災害危険箇所（上記の2地域を除く） 24%

■傾斜地（上記の3地域を除く） 49%

■水域 2%

■上記以外の地域 6%

（注1）東日本大震災の津波浸水区域と同様な条件の地域は、
海岸線から 内か 標高 地域海岸線から10km以内かつ標高30m以下の地域

（注2）洪水リスクの高い地域は、三角州や干潟、谷底平野等の
地形上の地域

（注3）土砂災害危険箇所は、土石流危険渓流Ⅰ、Ⅱ及び急傾斜地
崩壊危険箇所Ⅰ、Ⅱを含む地域

（注4）傾斜地は、最大傾斜度8度を超える地域
（出典）国土数値情報、1／50万地形分類図、各都道府県資料に

基づき国土交通省国土政策局作成

※国土審議会防災国土づくり委員会災害に強い国土づくりへの提言（H23.7)より

平成25年の主な水害・土砂災害（平成25年9月3日現在）
： 平成25年度に観測史上１位の
1時間雨量を記録した観測所

101地点 34都道府県
（気象庁HP資料を基に作成）

●平成25年７月22日からの大雨等
特に山口県と島根県では、７月28日の午前中を中心に記

録的な大雨となった。山口県萩市、山口市、島根県津和野
町等で浸水被害が発生した他、両県で土砂災害が発生。

一連の大雨による全国の一般被害は、死者は山口県２
名、新潟県１名、行方不明者は山口県・島根県で計２名、床
上・床下浸水は全国各地で計3,200棟にのぼった。
（死者・行方不明者数については8月3日17:00現在の消防庁の情報による）

●平成25年８月９日からの大雨
８月９日、岩手県と秋田県を中心に記録的な大雨とな

り、河川の増水や土砂災害が発生。
この大雨による洪水、土砂災害等により、秋田県で死

者６名 岩手県で死者２名となったほか 岩手県 秋田

人家全壊2戸※

山口市阿東嘉年下地先
土石流被害

あとう かねしも

者６名、岩手県で死者２名となったほか、岩手県、秋田
県を中心に住家被害や農地被害が生じた。
（死者・行方不明者数については8 月14日18:30現在の消防庁の情報による）

負傷者5名、
人家全壊１戸※

島根県 高津川水系

津和野川 出水状況

たかつがわ

つ わ の がわ

秋田県仙北市
田沢湖地区

土石流による
被害の状況

死者6名、負傷者2名
人家全壊5戸、半壊1戸※

せんぼく

岩手県盛岡市
がけ崩れによる被害の状況

山口市 阿武川水系阿武川
JR山口線橋梁流出

山口市 椹野川水系前田川
浸水状況

ふしのがわ

※国土交通省調べ被害状況

※国土交通省調べ被害状況

あぶがわ あぶがわ

岩手県紫波町
北上川水系太田川 堤防決壊状況

し わ

し わ

岩手県紫波町
北上川水系北上川 氾濫状況
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新たな「国土のグランドデザイン」構築について

国土形成計画（平成20年閣議決定）策定後の国土を巡る大きな状況の変化や

厳しい現状を受け止めつつ、国民の将来への不安感を払拭し、今後の国土・地域
づくりの指針となる中長期（概ね2050年）を見据えたグランドデザインを構築する
ため、「新たな『国土のグランドデザイン』構築に関する有識者懇談会を設置。

１０月２８日（月） 第１回有識者懇談会

１１月２７日（水） 第２回有識者懇談会

１２月１９日（木） 第３回有識者懇談会

スケジュール（案）

１２月１９日（木） 第３回有識者懇談会

平成２６年１月～ 第４回～第６回懇談会

平成２６年春頃 新たな「国土のグランドデザイン（ver.1.0)」の構築

○我が国の一般政府公的固定資本形成の対ＧＤＰ比は減少してきており、近年は、欧米諸国と同等の水準。

OECD主要国における一般政府公的固定資本形成のＧＤＰに占める割合
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歳出総額及び公債発行額の推移
○ 平成10年度と比較して、平成24年度の特例公債発行額は２倍以上に。一方で建設公債発行額は、半分

以下に。

101 101

120
（兆円）

15
7.6 8.4

5.9
38.8

43.4

46.9
47.2

50.6

51.5

53
53.6

57.7
61.5

65.9

69.3 70.5
70.5

75.1

73.6
75.9

78.8
78.5

84.4

89 89.3
84.8

83.7 82.4

84.9 85.5

81.4

84.7

95.3
90.3

40

60

80

100

一般会計歳出

建設公債発行額

11※

（財務省公表資料を元に作成）

※平成23年度までは決算、24年度は当初予算による。
※平成2年度は、湾岸地域における平和回復活動を支援するための財源を調達するための臨時特別公債を約1兆円発行。
※平成23年度は、東日本大震災に係る復興公債を約11兆円発行。

2.1 3.5 4.5 4.3 6.3 7.2 5.9 7 6.7 6.4 6 5 2.5 1 0.2 4.1 4.8
11 8.5

17
24.3

21.9
20.9

25.8
28.726.8

23.5
21.1

19.3
26.2

36.9
34.7

34.4

38.3

3.2 3.7 5 6.3 7.1 7 7 7 6.8 6.4 6.3 6.2 6.9 6.2 6.4 6.3 6.7 9.5
16.212.3

16.4
10.7

9.9

17
13.2

11.19.1
9.1 6.7 8.7

7.8
6.4 6

7

20.9
24.5

29.1
34.1

0

20

50 52 54 56 58 60 62 元 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

特例公債発行額

（年度）

１※

Ⅱ 社会インフラの老朽化対策
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社会資本の老朽化の現状

高度成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾等について、
今後２０年で建設後５０年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなる

≪建設後５０年以上経過する社会資本の割合≫

Ｈ２４年３月 Ｈ３４年３月 Ｈ４４年３月

道路橋
［約４０万橋注1）（橋長２ｍ以上の橋約70万のうち）］

約１６％ 約４０％ 約６５％

トンネル
［約１万本注2）］

約１８％ 約３０％ 約４５％

河川管理施設（水門等）
［約１万施設注3）］

約２４％ 約４０％ 約６２％

下水道管きょ
約２％ 約７％ 約２３％

水道管 ょ
［総延長：約４４万ｋｍ注4）］

約２％ 約７％ 約２３％

港湾岸壁
［約５千施設注5）（水深－４．５ｍ以深）］

約７％ 約２９％ 約５６％

注１） 建設年度不明橋梁の約３０万橋については、割合の算出にあたり除いている。
注２） 建設年度不明トンネルの約２５０本については、割合の算出にあたり除いている。
注３） 建設年度が不明な約１０００施設を含む。（ ５０年以内に整備された施設については概ね記録が存在していることから、建設年度が不明な施設は約５０年

以上経過した施設として整理している。）
注４） 建設年度が不明な約１万５千ｋｍを含む。（３０年以内に布設された管きょについては概ね記録が存在していることから、建設年度が不明な施設は約３０年

以上経過した施設として整理し、記録が確認できる経過年数毎の整備延長割合により不明な施設の整備延長を按分し、計上している。）
注５） 建設年度不明岸壁の約１００施設については、割合の算出にあたり除いている。

道路（橋梁～橋長２m以上～）
※東日本大震災の被災地域は一部含まず

※都道府県・政令市は、地方道路公社を含む

高速道路

会社

2%
国
4%

都道府県
19%

道路管理者別ごとの施設数

橋梁：
4 000

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 
建設年度別施設数（橋）

注）この他、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が約30万橋ある

6000 4000 2000 0 2000 4000 6000 8000 10000
92
84

76

ストックピラミッド平均年齢：38年 平均年齢：35年

政令市
7%

市区町村
68%

約699,000橋
（2m以上）

0 

2,000 

4,000 

高速道路会社 国 都道府県 政令市 市区町村

（年度）

※2011～2012年度はデータ未集計

1000 500 0 500 1000
92
84

ストックピラミッド平均年齢：29年 平均年齢：35年

（橋） （橋）

（年） （年）

（橋）
（橋）

76
68

60
52

44
36
28

20
12

4

都道府県・政令市 市区町村

注）市町村の管理橋梁は、
約25万橋が建設年度不明

注）都道府県・政令市の
管理橋梁は、約5万橋
が建設年度不明

出典：国土交通省調べ注）平均年齢は、建設年度が把握されている施設の平均

76
68
60
52
44
36
28
20
12
4

高速道路会社 国
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・全国の橋梁（2m以上）※における築後50年以上割合は16％存在（2012年時点）、
10年後には40％、20年後には65％

16%
40% 65%

現在(2012) 10年後(2022) 20年後(2032)50年経過橋梁
約6.4万橋

50年経過橋梁
約16万橋

50年経過橋梁
約26万橋

日本の橋梁の現況

217
250

1 1301,1621 200

1,400

1 239 1,302 1,379
1,400

1,600
高速会社

通行止め橋梁数 通行規制橋梁数 合計

・地方公共団体が管理する橋長15m以上の橋梁における通行止め・通行規制橋梁数は
1,378橋（平成24年4月時点）

65%

※古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁約30.1万橋は除く

0 0 0 0 00 0 0 0 0
5 8 3

18 7

116
151

163 154

210

121
159 166 172

0

50

100

150

200

H20.4 H21.4 H22.4 H23.4 H24.4
0 0 0 0 00 0 1 1 1

81 92 141 152 156

599
707

931 977 1,005
680

799

1,073 1,130,

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H20.4 H21.4 H22.4 H23.4 H24.4
0 0 0 0 00 0 1 1 1

86 100 144 170 163

715
858

1,094 1,131 1,215

801
958

1,239 ,

0

200

400

600

800

1,000

1,200

,

H20.4 H21.4 H22.4 H23.4 H24.4

国

都道府県・

政令市

市区町村

合計

■橋梁点検・長寿命化修繕計画策定・修繕実施状況

81%
90%

96% 98%99%

73%

89%80%

100%
87%

94%
98%

80%

100%

80%

100%

都道府県・

【点検】 【計画策定】 【修繕実施】

橋梁の長寿命化に係る地方公共団体の取組み状況

16%
27%

55%

0%

20%

40%

60%

H20.4H21.4H22.4H23.4H24.4

26%

57%

1% 4%
13%

27%

51%

0%

20%

40%

60%

H20.4H21.4H22.4H23.4H24.4

11%
17%

2% 3%0%

20%

40%

60%

H23.4 H24.4

都道府県

政令市

市区町村

■国の地方公共団体に対する支援内容

【技術支援】

○地方整備局、国土技術政策総合研究所及び(独)土木研究所による支援 等

■国の地方公共団体に対する支援内容

市町村が橋梁寿命化修繕計画を策定していない理由の多くは、「財政力不足」、「職員
不足」

【財政支援】
○防災・安全交付金による重点的に支援
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道路（トンネル） ※都道府県・政令市は、地方道路公社を含む

高速道路

会社

15%

国
13%政令市

3%

市区町村
23%

道路管理者別ごとの施設数

トンネル：
約 本 100

150 

200 

250 

300 

350 

建設年度別施設数
（本）

注）この他、古いトンネルなど記録が確認できない建設年度不明トンネルが約250本ある

都道府県
46%

3% 約10,300本

0 

50 

100 

高速道路会社 国 都道府県 政令市 市区町村

（年度）

※2011～2012年度はデータ未集計

150 100 50 0 50 100
92
85
78

ストックピラミッド平均年齢：22年 平均年齢：32年
（本） （本）

（年）
200 100 0 100 200 300

92
84

ストックピラミッド平均年齢：32年 平均年齢：46年

（本） （本）

（年）

出典：国土交通省調べ注）平均年齢は、建設年度が把握されている施設の平均

71
64
57
50
43
36
29
22
15
8
1

高速道路会社 国

76
68
60
52
44
36
28
20
12
4

都道府県・政令市 市区町村

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

18,000 

建設年度別施設数

都道府県
2%

政令市
23%

管理者ごとの施設延長

管渠：
約

下水道（管渠）

注）このほかに、施設整備年度が古く、データが確認できなかった施設が約15,000kmある

（km）

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
92

ストックピラミッド 平均年齢18年

500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
92

ストックピラミッド平均年齢：20年 平均年齢：28年

0 

2,000 

4,000 

都道府県 政令市 市町村等

市町村等
75%

約430,000km

※2011～2012年度はデータ未集計

（km）（km） （km）

（年）

（年度）

84
76
68
60
52
44
36
28
20
12
4

市町村等

84
76
68
60
52
44
36
28
20
12
4

都道府県 政令市

出典：国土交通省調べ注）平均年齢は、建設年度が把握されている施設の平均

（年）（年）
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社会資本の維持管理・更新に関し当面講ずべき措置（概要） 平成２５年３月２１日決定

現場を支える制度的な対策

○防災・安全交付金を創設（H24年度）し、
支援メニューの充実（H25年度）

＜地方公共団体への支援＞
○地方整備局等の相談窓口機能等の強化・拡充
○技術講習の実施 研修制度の拡充

［予算］

○安定的な予算の確保

【課 題】 【当面講ずべき措置】

○技術講習の実施、研修制度の拡充
○基準・マニュアルの提供 等

＜維持管理等の担い手支援＞

○複数業務の包括発注、複数年契約、地域維持型契約
の更なる活用の検討・実施

○技能労働者等の適正評価・育成策を検討・実施 等

＜国の一元的なマネジメント体制の整備＞
○本省に社会資本老朽化対策推進室を設置 等

［体制］
○行政職員の人員・技術力の確保
○建設産業の人材確保・育成
○分野横断的な実施体制の整備

○点検の規定の整備等
（道路法、河川法、港湾法等）

［法令等］
○維持管理等に係る法律整備

［長寿命化計画］
○内容の充実と策定率の向上

○策定対象の拡大や、防災・安全交付金を活用した
策定率の向上

○記載すべき事項等の見直し

長寿命化計画の推進
【課 題】 【当面講ずべき措置】

21

社会資本の維持管理・更新に関し当面講ずべき措置（概要） 平成２５年３月２１日決定

【主 な 課 題】 【当面講ずべき措置】

○「社会資本メンテナンス元年」として、今後３か年にわたる当面講ずべき措置を工程表にとりまとめ

○総点検と必要な修繕を速やかに実施し、H26年度以降、長寿命化計画の策定等を通じた本格的な
ＰＤＣＡサイクルへ移行

現場管理上の対策

※工程表については、随時、見直し

○各施設の基準等を見直し（原則、H25年度中）
H26年度から新基準等で運用

○緊急点検の実施（H25年3月中に完了）
（港湾トンネル附属物の修繕は6月、新幹線トンネルは7月）

○優先施設への集中点検
（原則、出水期又はH25年度内に完了）

［点検］
○ 日常・定期点検では把握されていない

要対策箇所への対応

［基準・マニュアル］
○管理者間での点検手法等のばらつき

※多くの施設を管理する地方公共団体等においては、
H26年度以降も継続する場合がある

○データベース化（H25年度中）

○プラットフォームの運用開始（H26年度）

○非破壊検査技術等の現場への試行的な導入

○ニーズを踏まえた先端的技術の適用性等の検
討とインフラでの実証等

［施設状況等の把握］
○情報の体系的な蓄積

［既存技術の活用や新技術の導入］
○既存技術の分野横断的な活用
○新技術の速やかな導入・共有化

22
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社会資本の維持管理・更新に関し当面講ずべき措置 工程表（全体像・概要） 平成２５年３月２１日決定

○道路、ダム、港湾、空港の
トンネル内附属物 等

○新幹線トンネル内モルタル等

H25年3月末 6月 H26年3月末 H27年3月末

7月

○河川、ダム、砂防、海岸

○道路（トンネル内附属物以外） 下水道 港湾 空港 鉄道 等

緊
急
点
検

集
中
点

長
寿
命
化
計
画

○原則として通常のＰＤＣＡ
サイクルの中で実施

○道路（トンネル内附属物以外）、下水道、港湾、空港、鉄道 等

○総点検実施要領の策定、維持管理に係る基準・マニュアルの見直し

点
検

基
準

○データベースの構築、情報の蓄積・充実・共有化情
報

○プラットフォーム
による一体的運用

○非破壊検査等による点検・診断技術等の開発、導入
○ＩＴ等を活用したイノベーション

技
術

○新基準の運用

画
を
核
と
し
た
本
格
的
な
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

※ 多くの施設を管理する地方公共団体等においては、H26年度以降も継続する場合もある

長
寿
命
化

計
画

○地方への支援 （防災・安全交付金、技術相談窓口の機能強化、基準・マニュアルの提供 等）

○維持管理等の担い手支援（建設産業、入札契約制度、ＰＦＩ／ＰＰＰ 等）

○国土交通省に社会資本老朽化対策推進室を設置、道路法・河川法・港湾法等の改正 等

○長寿命化計画の記載事項の見直し

○交付金による支援 等

○長寿命化計画の
策定推進

Ａ
サ
イ
ク
ル
へ
移
行

予
算
、
制
度
等

詳細は国土交通省ＨＰ内「社会資本の老朽化対策会議」参照（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/sosei_point_mn_000003.html） 23

社会資本の老朽化対策会議

我が国社会資本の老朽化が急速に進む中で、「国民の命を守る」観点から、社会資本の
戦略的な維持管理・更新を推進することが必要。

このため、必要な施策について検討し、着実に実施していくことを目的として、平成２５年１
月２１日に国土交通大臣を議長とする「社会資本の老朽化対策会議」を設置。

設置主旨

平成２５年３月２１日、老朽化対策の全体像を、スケジュールを明確にした工程表にしてとり
まとめ

検討状況

国土交通大臣（議長） 国土交通大臣政務官（３名）

国土交通副大臣（２名） 関係局長以上（２９名）

構成員

まとめ。

＜ポイント＞

○まずは点検と的確な修繕を行い、新技術の実証や地方への人的・財政的支援、長寿
命化計画の充実など、老朽化対策全般の施策をとりまとめ、本格的なＰＤＣＡサイクル
の構築を推進。

○体制強化のため、「社会資本老朽化対策推進室」（室長は事務次官）を設置。
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Ⅲ ダム再生技術

既設ダムを運用しながら下流にダム新設

既設ダムを運用しながら嵩上げ

既設ダム堤体に放流管を増設

既設ダム脇に放流トンネルを増設

既設ダムの堆砂対策により容量を確保

Type A1

Type A2

Type B1

Type B2

Type C

夕張シューパロダム（北海道）

Type A2

Type A1

Type A1Type A1Type B2

新桂沢ダム（北海道）

既設ダムを運用しながら下流にダム新設

既設ダムを運用しながら嵩上げ

既設ダム堤体に放流管を増設

既設ダム脇に放流トンネルを増設

既設ダムの堆砂対策により容量を確保

Type A1

Type A2

Type B1

Type B2

Type C

現在国直轄で事業実施中のダム再生技術

津軽ダム（青森）

胆沢ダム（岩手）

新丸山ダム（岐阜）

鹿野川ダム（愛媛）

天ヶ瀬ダム（京都）

Type A1

Type A1

Type B2

美和ダム（長野）

利賀ダム（富山）

Type B1

Type B1

Type A1

億首ダム（沖縄）

美和ダム（長野）

佐久間ダム
（静岡、愛知）

長安口ダム（徳島）

Type C

Type C

鶴田ダム（鹿児島）
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1

既存ダムを運用
しつつ機能向上
に向けた改造を

既存ダムの容量
をより効果的に
活用するための

2容量の確保・拡大 洪水調節能力の増強

鶴田ダム 天ヶ瀬ダム

ダム再生の例

実施するための
大水深施工技術

大断面の洪水吐
トンネルの追加
設置技術

ダム の堆砂を ダム 流 河川

3 4堆砂対策の高度化 水環境の向上

美和ダムダムへの堆砂を
抑制し永続的に
貯水する機能を
維持するための
排砂バイパスの
追加設置技術

ダム下流の河川
における水質の
変化をより一層
抑制するための
選択取水設備の
追加設置技術

美和ダム

鹿野川ダム

鶴田ダム再開発 長安口ダム改造

新設放流管

新設発電管

新設放流管

新設発電管

新設放流管

新設発電管

鶴田ダム
再開発事業

長安口ダム
改造事業

既存ストックの有効活用（ダム事業）

鶴田ダム再開発 長安口ダム改造

既設減勢工改造

新設減勢工

既設減勢工改造

新設減勢工新設減勢工

天ヶ瀬ダム
再開発事業

鹿野川ダム
改造事業

天ヶ瀬ダム再開発

天ヶ瀬ダム ト
ン
ネ
ル
式
放
流
設
備

トンネル洪水吐
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New
Existin
g

ダム再生技術の特徴

ダム再生 ダム新設

社会的影響 地域社会への影響は小さい

付替道路
生活再建

付替道路
生活再建

生活再建が必要

ダム再生は ダム新設に比べ

環境への影響
動植物への

影響は小さい
動植物の影響軽減方策

が必要

環境アセスメント環境アセスメント

ダム再生は、 ダム新設に比べ、
コスト, 工期、環境負荷の抑制が可能

ダムの容量配分

洪水調節容量＋利水容量

堆砂容量

ダムの貯水容量は、あらか
じめ上流から流入する土砂
を想定し、100年間分の土

堆砂について

治水・利水に利用できる容量

堆砂容量
を想定し、100年間分の土

砂量を見込んだポケット
（堆砂容量）を用意してい
る。

洪水調節容量
＋利水容量 １００％

ダム完成直後 → １００％＋α
200年後の堆砂位

ダム完成後の堆砂のイメージ
（いきなり100年間分堆積するわ
けではなく、徐々に堆積していく）

１００年後でも１００％の効果を
発揮できるように計画。

適切な維持管理を実施するこ
とで永続的に共用可能。

堆砂容量 ＋α

－α ダム完成１００年後 → １００％
１００年以降 → １００％－α

200年後の堆砂位

※橙・赤の破線は、100年後、200年後まで堆砂の撤去を行わない場合の堆砂位
をイメージしたものであり、 実際には掘削等による堆砂対策に努めている。

100年後の堆砂位
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さまざまな堆砂対策

Ⅳ 建設産業と発注行政
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建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

800

900

80

90

民間投資額（兆円）

政府投資額（兆円）

（兆円） （千業者、万人）

○ 建設投資額はピーク時の４年度：約84兆円から22年度：約41兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、
25年度は約50兆円となる見通し（ピーク時から約40％減）。

○ 建設業者数（24年度末）は約47万業者で、ピーク時（11年度末）から約22％減。
○ 建設業就業者数（24年平均）は503万人で、ピーク時（９年平均）から約27％減。

建設投資のピーク
84.0兆円（４年度）
就業者数：619万人
業者数：531千業者
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就業者数のピーク
685万人（９年平均）

503万人
（24年平均）

就業者数ピーク時比
▲26.6%

許可業者数のピーク
600千業者（11年度末）

建設投資ピーク時比
▲40 5％

許可業者数ピーク時比
▲21.8%
470千業者
（24年度末）
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出所：国土交通省「建設投資見通し」・「許可業者数調べ」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については平成22年度まで実績、23年度・24年度は見込み、 25年度は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。平成23年は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について平成 22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値

建設投資
50.0兆円

▲40.5％

技能労働者等の減少、建設業就業者の高齢化の進行

○ 建設業就業者は、55歳以上が約34％、29歳以下が約11%と
高齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち平成23年と比較して55

歳以上が約4万人増加、29歳以下が約3万人減少（平成24年）
○入職者（新規高卒） ：3.4万人（H4） → 1.5万人（H24）▲58%
○入職者（新規大卒・院卒等）：2.9万人（H4） → 1.9万人（H24）▲33%

※工事現場を支える技能労働者・技術者の入職者が激減
※少なくとも今後10年程度以内に 技能労働者の不足が恒常化す

○建設業就業者： 619万人（H4） → 503万人（H24） ▲ 116万人（▲19%）

○技術者 ： 36万人（H4） → 32万人（H24） ▲ 4万人（▲11％）

○技能労働者 ： 408万人（H4） →   335万人（H24） ▲ 73万人（▲18%）

技能労働者等の減少 建設業就業者の高齢化の進行
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※少なくとも今後10年程度以内に、技能労働者の不足が恒常化す
るとの懸念（推計）

全産業（５５歳以上）

建設業：約３割が５５歳以上
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出所：総務省「労働力調査」

出所：総務省 「労働力調査」（暦年平均）

全産業（２９歳以下）

建設業：２９歳以下は約１割
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（※平成２３年データは、東日本大震災の影響により推計値。）
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公共工事設計労務単価の推移
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出所：国土交通省「公共工事設計労務単価」
※数字は全国各都道府県の単純平均値

平成25年度 公共工事設計労務単価の概要

Ⅰ ．単価設定のポイント

（１）技能労働者の減少等に伴う労働市場の実勢価格を適切に反映
（２）社会保険への加入徹底の観点から、必要な法定福利費相当額を反映
（３）被災地等の入札不調の増加状況に応じて機動的に単価を引き上げるよう措置（被災三県に

ついて単価を５％引上げ）

全国（全職種単純平均値）前年度比 被災＋１５ １％全国（全職種単純平均値）前年度比；被災＋１５．１％
被災三県（全職種単純平均値）前年度比；＋２１．０％

Ⅱ ．あわせて、技能労働者への適切な賃金水準の確保について各団体に要請

建設業団体あて 公共発注者あて
（１）平成25年度公共工事設計労務単価の早期適用
（２）ダンピング受注の排除

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の適
切な活用

（３）法定福利費の適切な支払と社会保険等への加入

（１）技能労働者への適切な水準の賃金支払
・ 適切な価格での下請契約の締結
・ 労働者への適切な水準の賃金支払を元請から下請に要請
・ 雇用する技能労働者の賃金水準の引上げ

（２）社会保険等への加入徹底 （ ）法定福利費の適切な支払と社会保険等 の加入
徹底に関する指導

民間発注者あて
（１）労務費の上昇傾向を踏まえた工事発注

これ以上の技能労働者の減少を招かないよう、必要
経費を含んだ適正な価格による工事発注
（２）社会保険料相当額の支払

労働者負担分及び事業主負担分の法定福利費を
適切に含んだ額による工事発注

（２）社会保険等への加入徹底
・ 元請は、法定福利費相当額（労働者負担分及び事業主負担
分）を適切に含んだ額による下請契約の締結する
・ 下請は、技能労働者に法定福利費相当額を適切に含んだ賃

金を支払い、労働者を社会保険に加入させる
（３）若年入職者の積極的な確保

賃金引上げと社会保険への加入により、若年入職者を積極
的に確保

（４）ダンピング受注の排除
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土木職員数の推移

191,193

193,143
193,391

193,873
192,916

190,574

200,000

土木部門職員数推移（H4～H23）（人）

※各年度の職員数はその年度の４月１日現在の職員数

○ 地方公共団体における土木部門の職員数は、建設投資ピーク時（H4年度）から約25%減。

区分 平成６年度
平成２３年度
（H６年度比）

普
一般
行政

【うち

1,174,514

【193 143】

926,249
（▲21.1）

【142 187】

部門別の職員数と増減状況
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187,368
184,192

181,405
178,436

174,137

169,532

165,999

162,544

157,992

153,582

149,138

144,920
142,187

160,000

180,000

通

会

計

【うち
土木】

【193,143】 【142,187】
（▲26.4）

教育
1,281,001 1,055,313

（▲17.6）

警察
253,994 282,023

（11.0）

消防
145,535 158,062

（8.6）

計
2,855,044 2,421,647

（▲15.2)

公営企業
等会計

437,448 367,342
（▲14 1）

120,000

140,000

H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
（年度）

出所：総務省「地方公共団体定員管理調査」

等会計 （▲14.1）

合計
3,282,492 2,788,989

（▲15.0）

※平成２３年度の公営企業等会計部門は、被災
１１団体の内訳が不明のため、小計に被災１１
団体の公営企業等会計部門職員数135名を
足している。

※「一般行政」･･･総務・企画、税務、農林水産、
土木、福祉関係（民政、衛生）等

※「公営企業等会計」･･･病院、水道、下水道、
交通等

地方公共団体におけるダンピング対策の現状

最低制限価格制度等の導入状況 （H24.9.1現在）

○最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を併用
４３都道府県（91.5%）、２０政令市（100%）、４７３市区町村（27.5%）

○低入札価格調査制度のみ導入
４県（8.5%）、１３９市区町村（8.1%）

○最低制限価格制度のみ導入

８５７市区町村（49.9%）

国土交通省直轄工事及び都道府県発注工事における
落札率及び低価格入札の発生率の推移

○都道府県の発注工事で、低入札価格調査基準価格や最低
制限価格を下回る額で応札される案件の割合が年々増加。

○いずれの制度も未導入
２５０市区町村（14.5%）

予定価格の事後公表への移行状況 （H24.9.1現在）

（H23.9.1）

１３団体
１６団体

１８団体

・ 事後公表のみ
・ 事前公表と事後公表との併用
※試行を含む。

・ 事前公表のみ

（H24.9.1）
○都道府県における移行状況

○政令指定都市における移行状況

１５団体
１７団体

１５団体

（H23.9.1） （H24.9.1）

（＋2）
（＋1）

(△3)

・ 事後公表のみ

・ 事前公表と事後公表との併用
※試行を含む。

・ 事前公表のみ

４団体
９団体

６団体

５団体
９団体

６団体

（＋1）
（±0）

(±0)

○市区町村における移行状況

・ 事後公表のみ
・ 事前公表と事後公表との併用
※試行を含む。

・ 事前公表のみ

（H23.9.1） （H24.9.1）

５１０団体
２１６団体

７７５団体

５２７団体
２１９団体

７５８団体

（＋17）
（＋3）

(△17)

※１ 低価格入札の発生率とは、低入札価格調査基準価格又は最低制限価格を
設定した案件に対し、当該価格よりも応札額が下回った案件の発生割合

※２ 落札率における国土交通省直轄工事は、８地方整備局で契約した工事
（平成１７年度までは港湾空港関係除く）

※３ 低価格に入札の発生率における国土交通省直轄工事においては、８地方
整備局で契約した工事（港湾空港関係除く）

※４ 平成２３年度は速報値であり、今後変更があり得る。 7
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低入札価格調査基準の見直し

低入札価格調査基準とは
■ 予算決算及び会計令第８５条に規定。
■ 「当該契約の内容に適合し た履行がさ れないこととなるおそれがあると認められる場合」の

基準。
■ こ の基準に基づいて算出した価格を下回った場合には、履行可能性についての調査を実施。

履行可能性が認めら れない場合には、失格。

低入札価格調査基準の見直しについて

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

H23.4～

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

今回（H25.5.16～）

○H25年5月16日以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札価格調査基準の一般管理費等の
算入率を 0.3から 0.55へ引き上げる。

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.80

・一般管理費等×0.30

上記の合計額×1.05

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.80

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.05

※計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った（下回った）場合には、上限（下限）値で設定。

低入札価格調査における基準価格等の引上げ

低入札価格調査における基準価格の引上げの経緯（国土交通省発注工事）

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

H20.4～H21.3

【計算式】

・直接工事費の額

・共通仮設費の額

S62.4～H20.3 H21.4～H23.3

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

H23.4～H25.5

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

H25.5.16～

設定範囲：
７０％～９０％

設定範囲：
７０％～９０％

設定範囲：
７０％～９０％

設定範囲：
２／３～８５％

設定範囲：
２／３～８５％

・現場管理費×0.60

・一般管理費等×0.30

上記の合計額×1.05

・現場管理費×0.70

・一般管理費等×0.30

上記の合計額×1.05

・現場管理費×0.20

上記の合計額×1.05

・現場管理費×0.80

・一般管理費等×0.30

上記の合計額×1.05

・現場管理費×0.80

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.05

（最低制限価格）

・ ２３年４月公契連モデルより高い水準に設定：１２団体（北海道、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県、和歌山県、山口県、徳島県、佐賀県、長崎県、宮崎県、沖縄県）

・ ２３年４月公契連モデルを準用又は同水準：２４団体（青森県、秋田県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、福井県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、島根県、愛媛県、福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県）

（低入札価格調査基準価格）

都道府県における最低制限価格等の見直し状況（H24.9.1現在）
※都道府県の45団体において、平成23年4月の国交省の

計算式と同等水準以上の算定式

（低入札価格調査基準価格）

・ ２３年４月公契連モデルより高い水準に設定：１３団体（北海道、岩手県、宮城県、山形県、栃木県、東京都、新潟県、長野県、山口県、徳島県、佐賀県、宮崎県、沖縄県）

・ ２３年４月公契連モデル準用又は同水準：３１団体（青森県、秋田県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県）

（最低制限価格） （低入札価格調査基準価格）

・ ２３年４月公契連モデルより高い水準に設定：３団体（札幌市、川崎市、相模原市）

・ ２３年４月公契連モデルを準用又は同水準：１２団体（さいたま市、千葉市、横浜市、浜松市、名古屋市、京都市、堺市、神戸市、岡山市、北九州市、福岡市、熊本市）

指定都市における最低制限価格等の見直し状況（H24.9.1現在）
※指定都市の15団体（75.0％）において、平成23年4月の

国交省の計算式と同等水準以上の算定式
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建設投資大幅減

指名競争
↓

一般競争
総合評価

維
持
管
理
、
除
雪
、
防

災
、
応
急
復
旧
に
支
障

若
年
入
職
者
減
少
、

高
齢
化
の
進
行
、
将

来
的
な
品
質
確
保
の

懸
念

＜ 現 状 と 課 題 ＞
受
注
競
争
の
過
度
の
激

下請・技能労働者
へのしわ寄せ。処遇
悪化

・現場の深刻な担
い手不足

・インフラ安全度の
低下、危機管理
への支障

ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注

人、機材への投資
が困難に。

総合評価 防障将の激
化

＜ ４つの方向性 ＞

時代のニーズや事業の特性に応じた
多様な入札契約方式の導入と活用

○単発の個別品質に加え、中長期的な担い手の確保 ○時代のニーズに応えられる官民パートナーシップの実現

○企業評価・選定の理念の明確化と行き過ぎた価格競争の是正 ○元請から技能労働者まで施工体制全体の持続可能性確保

＜４つの改革理念＞

※発注者のスキル・マンパワーも不足

Ⅰ

多様な入札契約方式の導入と活用

ダンピング対策の強化、
適正価格での契約の推進

現場を支える技術者・技能者
の確保・育成

地域のインフラメンテナンス、
災害対応等の的確な確保、
将来的な品質確保

Ⅱ Ⅲ Ⅳ

公共工事の透明性、公正性、必要かつ十分な競争性の確保に留意し、国民、地域住民の信頼を確保

入札契約制度の改革について

＜今後検討する具体的な方式のイメージ＞

これまでの画一的な入札契約方式から、事業の特性等に応じて選択できる多様な入札契約方式へ

技術的難易度が高く、民間の知恵とノウハウの最
大限の活用と併せ、対話により受発注者が柔軟に
調整を進めることが適当な場合等

公募により最も優れた技術を有する企業を選定し、
価格や工法等について交渉を行った上で契約する
方式

複数年契約、複数業務の一括発注、共同受注方式
（事業協同組合、地域ＪＶ）

地域のインフラの的確な維持管理や災害対応等の
確保を図るために必要な場合等

経営事項審査や競争参加資格審査、個別工事ごと
の入札参加要件設定、総合評価など、入札手続各
段階での評価のあり方

時代のニーズに対応した評価の見直し

インフラの維持管理、除雪、災害応急復旧
等への的確な対応の確保
技術者・技能者の確保・育成、登録基幹技
能者の活用

総合評価落札方式における施工能力評価型と技術総合評価落札方式における施工能力評価型と技術
提案評価型への二極化や段階選抜など

入札手続に係る受発注者の負担軽減

「オープンブック方式」や「コスト＆フィー方式」ダンピングや下請・職人へのしわ寄せ防止

公共工事等に係る法定福利費等の透明化元請・下請間での適正な経費等の支払確保の促進

被災地での取組を踏まえた「ＣＭ方式」
工事の規模や難易度に応じた発注体制等を発注
者が整備できない場合等


